
山林、原野等における火入れ
煙火の消費
火遊び又はたき火
引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付
近での喫煙
山林、原野等の場所における喫煙

林野火災注意報・警報運用開始

林野火災注意報発令中林野火災注意報発令中
嶺北消防組合管内に林野火災注意報を発令しました。

※また、残火（たばこの吸い殻を含む。）取灰又　
　は火粉は確実に処分してください。

林野火災注意報とは？　発令の基準は？

林野や原野、その付近においては、次の行為を行
わないよう努め、林野火災防止に十分注意してく
ださい。

【お問合わせ先】

嶺北消防本部予防課　℡0776-51-8435

嶺北消防署
　　　　


℡0776-51-0911

嶺北あわら消防署　　℡0776-73-0119

嶺北丸岡消防署　　　℡0776-66-0119

嶺北三国消防署
　　


℡0776-82-6119

https://www.reihoku-fd.jp/sintyakujoho/rinnya1.pdf

